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１　施設の概要

～

人 人 人

指定管理者制度導入施設評価票

評価対象年度 令和６年度

施 設 名 秋田県立体育館 設 置 年 昭和

所 在 地 秋田市八橋運動公園1-12

指 定 管 理 者  一般財団法人秋田県総合公社

県 所 管 課 スポーツ振興 スポーツ施設 チーム

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における施設の位置付け・目標

　「第４期秋田県スポーツ推進計画」に掲げる、本県の競技力向上やスポーツに
親しむ環境の整備を行うための主要施設としてだけでなく、県内有数の観客席
を有する屋内施設として、全国規模の大会・イベント等の開催による交流人口の
拡大にも視する施設である。

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における目標を達成するための
取組として施設に求められているもの
  競技力の向上、ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の促進、子どもの
スポーツ機会の充実による運動習慣の確立と体力の向上、スポーツを通じた地
域づくりと交流人口・関係人口の拡大を推進するため、施設の有効活用を図る。

施設の面積 敷地面積 17,162.20㎡、建床面積 4,909.30㎡、延床面積 7,636.90㎡

主な設置施設
大体育場、小体育場、トレーニング室、会議室、男女更衣室、男女シャワー室、
講師控室、貴賓室

料金制 無 (指定管理料制)

料金設定 別添資料等による

サウンディング実施対象施設※ ×

指定期間 R3.4.1 R8.3.31

営業期間・時間 通年（12/29～1/3を除く）・午前9時から午後9時

（１）体育館に係る使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停
止に関する業務
（２）体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務
（３）体育館の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

直近３年の年間利用者数 Ｒ４ 2,199 Ｒ５ 50,954 Ｒ６ 59,016

千円

直近５年の収支決算（単位：千円） Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

収入　計 48,593 50,672 46,310 51,490 53,494

直近３年の年間利用収入 Ｒ４ 607 千円 Ｒ５ 6,924 千円 Ｒ６ 7,485

利用料金収入
指定管理料 48,130 50,110 45,300 50,110 50,110
その他収入 463 562 1,010 1,380 3,384

支出　計 49,677 46,918 38,144 52,108 53,654

人件費 30,576 31,726 21,796 28,871 28,555
光熱水費 3,180 2,249 2,501 5,322 5,659
修繕費 1,432 61 329 1,109 801
外部委託費 5,567 4,877 4,716 5,897 6,062
その他経費 8,922 8,005 8,802 10,909 12,577

差　引 ▲ 1,084 3,754 8,166 ▲ 618 ▲ 160

※単年度維持管理・運営費が１億円以上の公募施設について、民間事業者の意見を参考に運営手法や
   公募要件を検討するため、指定期間終了の３年前にサウンディング（官民対話）を実施する。

設置目的 スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与する。

県の施策上の
施設の位置付け

指定管理業務の内容

自主事業の内容

・アクティブクラブ（キッズ・ジュニア） 　　　　　・アクティブフィット
・ゆっくりかんたんヨガ　　　・シニアからはじめるヒップホップ　　　・貯筋クラブ
・シニアボクシングエクササイズ＆エアロ　　　・ノルディックウォーキング
・坐禅と写経の夕べ　　　・陶芸教室
・シュガークラフト教室　　　・フェイクスイーツ教室
・施設一般開放「スポーツを楽しむ日」
・ニュースポーツ用具貸出し　　　・ノルディックウォーキングポール貸出し



２　観点ごとの評価

【ポイント】
　施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅰ＞の評価

＜観点Ⅰ＞　施設の設置目的（施設の目指す姿）の達成に関する取組

○指定期間における運営方針・施設の利用目標

（Ｒ６年度以降に指定管理を開始・更新する施設から基本協定書に定めることとなっているため、それまで
は記載不要）

○目標の設定（毎年度、県と指定管理者が協議の上、業務計画書に定める目標）

令和６年度
の目標

利用者数　　54，700人

実績 59,016 達成率 107.9%

　大会使用としてWリーグ秋田大会・ＳＪリーグ秋田大会が各１回、アマチュ
アスポーツ大会が46件開催され多くの方に利用いただきました。また、貸
切予定の入らない日は子供から大人までの幅広い世代に気軽にご利用
頂けるよう「一般開放日」を追加実施した他、定期利用団体の活動推進と
して運動指導実施等の活動支援を行いました。
　自主事業では、シニア向け事業をリニューアルし、新たに４つの教室を
立ち上げました。シニア向け教室は、事前に登録いただくと体調や気分
に合わせて4つのどの教室にも参加できるシステムを運用しております。ま
た、利用者の満足度向上を図るため、スタンプカードの運用も開始し、継
続的な参加を促進することができました。（10回参加すると１回無料で教
室に参加できる特典）
　さらに、前年度に引き続き、競技大会以外での練習や屋外競技の冬季
間の練習等でご利用いただけるよう各種団体、近隣の高校・中学校並び
にスポ少団体向けにリーフレットを配布するなど情報発信に努め、新規の
団体利用に繋げ目標を上回ることができました。

年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

目標 83,000 1,600 47,600

【評価基準】次の基準により評価。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付すこと。
　また、施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための、指定期間における運営方針・施設の利用目標につい
て、指定期間開始年度から評価対象年度までの達成状況をコメント欄に記載すること。
　Ａ：目標達成（数値目標の場合は100%以上）
　Ｂ：A及びC以外
　Ｃ：目標達成に向けて改善が必要（数値目標の場合は80%未満）

の目標
（設定根拠）

設定根拠

  調整会議で決定した予定されている大会の他、令和6年度大会使用、
団体使用、一般開放等の実績を基に設定しました。また、空き日の「一般
開放日」の追加実施や、競技団体及びスポ少団体等へ情報提供を図り
練習利用による利用促進に努めてまいります。

※指標が複数ある場合は欄を適宜追加すること。

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ａ

　調整会議で予定されていたWリーグ秋田大会が４大会のうち１大会開催に
とどまったものの、他の大会が概ね予定どおり開催された他、空き日の一般
開放日実施や小規模団体の貸切利用促進並びに育成団体の活動支援によ
り目標を達成することができました。

令和６年度
の実績

直近３年
の実績

評
価
欄

県
（所管課） Ａ 　各種の大会開催に加え、一般向けの施設利用を促進して目標を達成して

いる。

実績 10,589 2,199 50,954

達成率 12.8% 137.4% 107.0%

令和７年度
目標 利用者数　　48，500人

具体的な
取組と

その効果



【ポイント】
　サービスの質を維持・向上するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅱ＞の評価

　（１）経費の低減
【ポイント】

○指定管理者による実績報告

　（２）収入の増加　※指定管理料制施設を除く
【ポイント】
　収入を増加するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅱ＞　施設の有効性（利用者の満足度）の向上に関する取組

実績 86.6%

具体的な
取組と

その効果

　手渡しでアンケートを依頼するなど、積極的に利用者の声の収集に努
めました。アンケートで得られたご意見等は、内容を検討したうえ館内に
回答を掲示し、利用者との情報共有を推進しております。また、ご指摘等
があった内容については日々の業務で改善を意識づける啓発を行った
ほか、案内表示やパンフレットを工夫する等きめ細やかなサービスの提供
に努めました。（令和６年度回収枚数：134枚）

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

83.2% 95.5% 86.3%

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ａ

　利用者からいただいたご意見等は、速やかに対応が可能なものに対しては
迅速な対応を心掛け改善をすすめた結果、前年度より満足度が微増となりま
した。今後も利用者目線に立ち、利用者により快適にご利用いただける施設
の管理運営に努めてまいります。

県
（所管課） Ａ 　利用者アンケートなどに迅速に対応することで、利用者満足度も高い水準

を維持している。

【評価基準】次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付す
こと。
　Ａ：満足度80%以上　　Ｂ：A及びC以外　　Ｃ：満足度60%未満

＜観点Ⅲ＞　効率性の向上等に関する取組

　施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費を効率的に低減するための十分な取組がなされ、その
効果があったか。

経費の
低減実績

　大会、各種団体の貸館利用が増加したことから、照明、暖房等の費用が
かさみ、前年度より光熱費6.3％、燃料費38％の増加となりました。軽微な
修繕に関しては直営作業で対応する等経費の削減に努めた結果、修繕
費は27.8％減少し、支出総額は前年度に対し増加したものの2.9％増で
抑えることができました。

具体的な
取組と

その効果

　施設設備機器の運転等では標準化した運営マニュアルに加え、ボイ
ラーの余熱を利用する等、効率的な取組みを推進しました。また、文書の
電子化・ペーパーレス化やこまめな照明のオン・オフ等日常的な節電並
びに消耗品の節約に取組みました。その他、敷地内の芝刈り・低木の剪
定等を直営で実施することで委託料の低減に努めました。

※費用の総額では効果が計れない場合は、例えば利用者１人当たりの単価を算出する方法等も考えられる。

収入の
増加実績

具体的な
取組と

その効果

利用者満足度
令和６年度

の実績

利用者満足度
の状況

（直近３年）

評
価
欄

令和６年度
の実績

令和６年度
の実績



＜観点Ⅲ＞の評価

【ポイント】

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅳ＞の評価

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｂ
　施設の利用増加や価格高騰の影響を受け、経費は全体的に増加している
が、社員一人ひとりがコストに対する意識を維持しながら日常的に節電並び
に消耗品の節約等経費の低減に努めました。

県
（所管課） Ｂ 　施設の利用増加や価格高騰の影響により、経費が全体的に増加したもの

の、通常業務におけるこまめな経費節減の取組を実施している。

【評価基準】　次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付
すこと。
Ａ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上改善
Ｂ：A、C以外
Ｃ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上悪化

＜観点Ⅳ＞　公の施設にふさわしい適正な管理運営に関する取組

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ａ 実績報告に記載のとおり、施設の管理運営等、指定管理業務を適正に行い
ました。

　施設の管理運営（指定管理業務）の適切な実施に向けた具体的な取組がなされ、その効果が
あったか

県
（所管課） Ａ 　職員研修を積極的に行い、施設のサービス向上につなげることで、高い利

用者満足度を維持している。

評
価
欄

令和６年度
の実績

〇サービス向上の取組みについて
　自主事業広報誌「みんなのスポーツ＆カルチャー」を年2回発行し関係機関へ配布し
た他、公社公式インスタグラムを活用した広報活動を実施しました。（全体104件内体
育館22件）また、情報提供等はメール配信サービスの運用により、季節柄のご挨拶を
含め自主事業の開催情報を送信する等、効率かつスピーディーな情報提供に努めま
した。
　また、施設利用手続きの効率化を推進するため、令和７年３月より予約システムの運
用を開始し、利用者がいつでも予約できる体制を整えました。今後はシステムの定着
化を図り、より一層利用しやすい施設となるよう努めてまいります。
〇地域、関係機関、ボランティア等との連携の取組みについて
　施設を利用されている競技団体との意見交換の場として「運営協議会」を実施し、令
和７年度大会予定並びに大会運営における留意点等について確認、情報交換を行い
ました。
〇職員の資質向上の取組みについて
　公社主催の顧客対応研修（初級）2名、普通救命講習１名、自律的思考獲得研修１
名を受講しました。また、事務所内で「接遇に関する勉強会」を開催し、接遇に関する
理解を深め、施設利用時の内規確認や利用者への対応方法について意見交換をす
るなど、利用者へのサービス向上に努めました。
〇安全管理及び緊急時対応の方策について
　緊急事態対応共通マニュアルを策定し、公社運営本部事務局や県、消防・警察等
関係機関との連絡網を整備しました。また、計画的に消防・避難誘導訓練を年2回実
施した他、避難誘導手順を施設内に明示する等非常事態への備えを整備しておりま
す。
〇個人情報を適切に管理するための取組みについて
　「個人情報保護規程」を徹底し、適切な情報の取得や利用、漏洩等の防止などの安
全管理措置を講じて厳正な管理に努めた他、「コンプライアンス研修」を実施し、社員
の危機管理能力の向上に努めました。また、幹部社員の定例会議において、個人情
報保護に関する研修会が開催され、幹部社員及び個人情報を取り扱う社員が受講し、
個人情報保護の重要性や適正な取り扱いについて学びました。「個人情報保護方針
（プライバシーポリシー）」については、受付の利用者の目にふれる場所に掲示し周知
を図っており、朝礼やミーティング時に社員としての心構えなどを再確認するとともに個
人情報の適正な取り扱いを徹底し、施錠できるキャビネットや金庫での適正管理に努
めました。

評
価
欄



【県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方】

※全施設記載

【外部有識者委員会による評価（提言）：令和６年度実施】　

※今年度評価対象施設は、外部有識者委員会終了後、行政経営課が記載の上で公表する。

 　（県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方を踏まえてコメントを記載）

【外部有識者委員会による評価（提言）を踏まえた今後の対応方針：令和６年度策定】

【評価基準】　Ａ：順調（改善点なし）、Ｂ：概ね順調（重大な問題点なし）、Ｃ：改善が必要（重大な問題点あり）
　県（所管課）の評価においては、モニタリング結果を踏まえて評価を行う。

○県の施策の達成状況（施設を運営することで、県の施策がどの程度達成されたか等）

○施設運営の課題

○今後の方向性（県の施策の達成状況や課題を踏まえて、今後所管課としてどのように対応していくか等）

評価（提言）

○施設の管理運営状況について（＜観点Ⅰ＞～＜観点Ⅳ＞に対するコメントを記載）

　県民のスポーツ利用や　「一般開放日」の積極的な実施により、「第４期秋田県スポーツ推進計画」に掲
げる、ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の促進や子どものスポーツ機会の充実による運動習慣
の確立と体力の向上が図られている。また、大規模スポーツ大会等の開催により、競技力の向上や交流人
口の拡大の推進も図られている。

　令和10年度で目標使用年数の60年に到達することから、10年秋の開館を目指し新県立体育館整備が計
画されているが、令和３年度に屋根下地材の一部落下があるなど、施設の老朽化が進行しているため、閉
館まで効率的な維持管理を行うとともに、必要に応じた修繕等により利用者の安全を確保する必要がある。

　指定管理者と連携し、施設の効果的な運営を行いながら、県民利用の促進や大規模スポーツ大会の誘
致・開催等を通じて、競技力の向上やスポーツの裾野拡大を図るとともに、更なる利用促進のため、予約シ
ステムの利用拡大等により、幅広い世代のスポーツ機会の創出と施設の有効活用を図る。また、施設の持
続的な運営を目指し、民間ノウハウの活用や収益力の向上を図るため、令和８年度から利用料金併用制を
導入するほか、情勢に応じた利用料金の引き上げを行うこととしている。

・収支が安定していることから、施設運営について評価できる。
・残り少ない使用年数となるが、安全対策は適切に行っていただきたい。
・経費節減のために敷地内の低木の剪定等を外部委託から直営に切り替えているが、県所有物であること
　から、リスクマネジメントの観点から県と適切に情報共有の上、直営で実施いただきたい。

・残り少ない使用年数となるが、安全対策は適切に行っていただきたい。

・直営で実施する芝刈り及び低木剪定作業については、県と情報共有しながら適切な管理に務める。
・刈払機作業従事者安全衛生教育の受講や作業前後の機器点検実施等、安全教育に務める。

・閉館まで効率的な維持管理を行うとともに、必要に応じた修繕等により利用者等の安全対策を行ってい
く。

○県の施策達成に向けた施設運営について

今後の対応方針

指定管理者（施設の管理運営等について今後の対応方針を記載）

県所管課（県の施策達成に向けた施設運営等について今後の対応方針を記載）



【今後の対応方針の進捗状況について】

※今後の対応方針策定済みの施設について、策定翌年度の評価対象年度から記載

今後の対応方針の進捗状況

指定管理者（施設の管理運営等について今後の対応方針に係る進捗状況を記載）

県所管課（県の施策達成に向けた施設運営等について今後の対応方針に係る進捗状況を記載）












